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監 査 公 表 第 号

令 和 ３ 年 10月 19日 付 け 監 査 公 表 第 10号 で 公 表 し た 「 定 期 監 査 結

果 報 告 （ 令 和 ３ 年 度 第 ２ 回 ） 」 の 訂 正 に つ い て 、 次 の と お り 公 表

す る 。

令 和 ３ 年 11月 24日

高 知 県 監 査 委 員 桑 名 龍 吾

同 土 居 央

同 奥 村 陽 子

同 植 田 茂

定 期 監 査 結 果 報 告 （ 令 和 ３ 年 度 第 ２ 回 ） の 第 ２ 監 査 の 結 果 の １

指 摘 事 項 中 (１ )を 次 の よ う に 訂 正 す る 。

(１ ) 総 務 部 デ ジ タ ル 政 策 課

令 和 ２ 年 ７ 月 に １ 日 も 出 勤 し て い な い 会 計 年 度 任 用 職

員 に 対 し て 、 本 来 支 給 す る こ と が で き な い 同 月 分 の 通 勤

手 当 に 相 当 す る 額 を 支 給 し て い た 。

こ れ は 、 職 員 が 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ

り 、 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で

の 期 間 の 全 日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な る と き

は 、 当 該 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 は 、 支 給 す る こ

と が で き な い と 定 め た 、 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 33

年 高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第 10号 ） 第 15条 の 規 定 と 同 様 の

取 扱 い に し な け れ ば な ら な い こ と に 反 す る 不 適 切 な 事 務

処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け

必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。


